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て 重要な地位を 占めているのであ る 2)   
Ⅰ 公営企業の現状と 経営合理化の 諸方策 

しかし他面で ，地方公営企業の 平成 2 年度 

近年， わが国における 社会経済情勢の 急速な の 経営状況は，黒字額が 7 。 298 億円 ( 対前年比 

変革とともに ，国民の意識や 価値観は変化し 446 億円， 5.5% の減 ), 赤字額が 2 。 429 億円 ( 同 

より多様なものとなっている． また，国民全般 777 億円， 47.0%  の増 )  で，全体では 4,869 億円 

の 生活水準は著しく 向上し行政に 対する住民 の 黒字となっているが ，普通会計等からの 繰入 

の ニーズも 高 質札・多様化・ 個 ， 珪 化してきてい 金 による収支不足の 補填 額 が相当額にのぼって 

る ． こうした状況の 変化に対応、 して，地方公営 おり，その経営体質は 構造的に改善されたとは 

企業は，住民のニーズに 適合した良質でより 安 いい 難 い 状況にあ るのであ る．例えば， 法 適用 

価 な財貨・サービスを 継続的かつ安定的に 提供 企業における 赤字の状況は ，病院事業がその 

するために，その 事業数，職員数，決算規模等 52.0%  に当たる 383 事業 (732 億円 ),  交通事業 

を 拡大するとともに ，従来，直営方式に ょ 0 管 がその 41.3% に当たる 33 事業 (694 億円 ), 水道 

まれてきた事業分野においても 第 3 セクタ一方 事業がその 10.0% に当たる 195 事業 (133 億円 ), 

式、 ), 公設民営方式，土地信託方式等を 採用し 下水道事業がその 32.4% に当たる 23 事業 (63 億 

て ，経営形態の 多様化・流動化を 図り，住民の 円 ) となっているのであ る 3)   

福祉の増進のために 重要な役割を 果しているの また 法 適用企業の 27.1 。 が に当たる 913 事業に 

であ る． おいて 1 兆 5,798 億円もの累積欠損金を 抱えて 

例えば，平成 2 年度末の地方公営企業の 事業 いるのが現状であ る． とりわけ交通事業はその 

数は， 9,030 事業 ( 快 適用企業 3,439 事業，渋井 55.0%  に当たる 44 事業で 8,295 億円 ( 累積欠損 

適用企業 5,591 事業 ) で，昭和 40 年度に比べて 金 全体の 52.5%), 病院事業はその 62.9% に 当 

3,075 事業 (51.6%  )  も増加しており ，有料 道 たる 463 事業で 5,250 億円 ( 同 33.2%  ),  下水道 

路 ，駐車場事業等の 事業分野も大幅に 拡大して 事業はその 42.3% に当たる 30 事業で 357 億円 

い る． また地方公営企業に 従事する職員数は ( 同 2.3%) の累積欠損金を 有しており， これら 

378,273 人で， 昭和 40 年度に上ヒ ベ 108,461 人 3 事業で累積欠損金全体の QQ.no/ を 占めている 

(40%) も増加し全地方公共団体の 職員数 のであ る 4). 

( 平成 2 年 4 月 1 日現在 ) の 11.7% に相当して かくして，地方公営企業が 住民の福祉の 増進 

いる． さらに決算規模は m69 世 1,472 億円で ， 昭 に 一層貢献するためには ， こうした現状を 改善 

和 40 年度の 1  兆 503 億円に比べ 15,3 倍にも達し ， すること，すなわち ， これらの事業における 合 

平成 2 年度普通会計歳出決算額の 20.6% に相当 理 的かっ能率的な 経営を確保して ，その経営基 

する規模になっており ，地方財政において 極め 盤の充実・強化を 図ることが緊急かつ 重要な課 
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題 となっており ，周知のごとく ， これまでも 

「地方財政白書」， 「地方公営企業研究会報 

告」 5), r 新行革審答申」等において ，地方公 
営企業の経営基盤を 強化・充実するための 諸方 

策は ついて，繰り 返し具体的な 提言がなされて 

きたところであ る． 

例えば，「新行革審答申」では ，次のような 

改善策を答申している 6). す な む ち，①経営の 

効率化，職員定数の 合理化，配置，給与・ 手当 

等の適正化の 推進及び業務の 民間委託の拡大， 

②受益と負担の 原則の徹底，料金等の 適正化の 

推進，③事業用資産の 有効活用，付帯事業の 適 

正な実施，水道事業等の 経営主体の広域化の 推 

進， ④ 法 非適用事業に 対する 法 適用の推進及び 

同事業の会計処理の 明確化，適正化の 推進，⑤ 
監査委員による 監査の充実，第三者による 調 

査・診断の活用及び 住民に対する 経営状況等に 

関する情報提供の 充実などであ る． 

特に住民の参加機会の 拡大と監視機能の 充実 

という観点から ，同答申は，住民への 情報提供 

の拡大について ，類似団体や 民間との上ヒ 較等 住 

民の判断に資する 情報提供，地方公営企業等に 

関する，情報提供などに 重点を置き，住民の 理解 

しやすい内容の 公表に努めること ， また監査委 

員制度の活，性化に 関しても，専門有識者の 選任， 

専門職員の養成等に 努めてその機能の 充実を図 

ること， また市町村では ，監査に必要な 事務を 

他の自治体と 共同して，実施し 又はこれらへ 

の委託を推進して 専門能力の向上と 体制の充実 

を図ること， さらに全国的及び 地域的な監査委 

員等の組織の 機能の充実を 図り，自治体間の 連 

携 協力，他の監査機関との 情報交換等に 努める 

ことを提言しているのであ る． 

地方公営企業の 経営を合理化し 経営基盤を 

強化するには ，地方公営企業に 対する住民の 関 

心を高め，その 現状と課題について ，住民の理 

解 と積極的な協力を 得ることが不可欠であ り， 

住民の理解と 協力を得るためには ，住民への情 

報公開を拡充するとともに ，監査制度を 活， 性 化 

し住民の参加機会の 拡大と監視機能の 充実・ 

強化が図られねばならない・ 本稿は，このよう 
な認識に基づいて ，住民福祉の 増進と経営基盤 

の強化・充実という 視点から，地方公営企業会 
計及び監査制度をとりあ げ，公会計責任との 関 

係で ，地方公営企業の 決算，情報開示及び 監査 

制度について 考察し これらの制度が 字 んでい 

る問題点を摘出しその 原因を究明するととも 

に，現行制度改革の 方向を探ることにしたい・ 

Ⅱ 公会計責任と 決算制度の改善 

地方公営企業の 財務会計制度については ，地 

方公営企業法 ( 昭和 27 年法律第 292 号 ) で基本 

的な規定を設けており ，また同施行令，施行 規 

則 等において，会計処理の 手続，方法，決算書 

類の様式などを 詳細に規定している・ しかし， 

同制度は， もともと営利企業なかんずく 株式会 

社に適用するために ，昭和 24 年に経済安定本部 

の「企業会計制度調査会」が 中間報告として 公 

表した 旧 「企業会計原則」に 準拠して設定され 

たものであ る． したがって，現行制度は ，営利 

を目的としない 地方公営企業の 実態に必ずしも 

即 G 、 したものとなっていないこと ， また会計 処 

理の手続，方法等も 必要以上に複雑・ 難解であ 

ること， さらに「企業会計原 貝 Ⅱ」自体は，数次 

にわたる部分的な 修正を繰り返して ，漸次， 精 

級 化され，かっ 近代化されてきたが ，公営企業 
の財務会計制度は ，設定以来約 40 年間，その 基 

本 構造に係わる 大幅な改正を 経ることなく ， ほ 

ぼ設定当時のままの 姿で現在に至っていること 

など 7), 決算制度を含めてそこには 改善すべき 

多くの問題点を 字 んでいるように 思われる・ 

地方公営企業法 ( 以下，公余接 ) 等では，決 

算制度との 係 わりで，①決算の 調製， (m 濫査 委 

員に よ る決算審査， (3 決 算の議会に よ る認定， 

(4 僕務 状況の報告などについて 詳細を規定して 

いるが，本節では ，決算の調製を 中心に考察し 

他の諸制度については 次節以下で検討すること 

にした い ．決算の調製について ，公余接では 

「管理者は，毎事業年度終了後 2 月以内に当該 

地方公営企業の 決算を調製し 8), 証書類，当該 

            Ⅰ Ⅰ " 
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年度の事業報告書及び 政令で定めるその 他の書 

類をあ わせて当該地方公共団体の 長に提出しな 

ければならない．」 ( 第 30 条 1) と規定している・ 

また地方自治法でも ，出納長又は lRx 大役に対し 

て ，毎会計年度，政令の 定めるところにしたが 

って，決算を 調製し出納の 閉鎖後 3 箇月以内 

に，証書類その 他政令で定める 書類とあ わせて， 

地方公共団体の 長 ( 以下，首長 ) に提出するこ 

とを義務づけているのであ る ( 第 233 条 1). 

地方自治法でいう 決算とは，すでに 別稿 9) で 

詳述したごとく ，歳入歳出予算の 執行状態を明 

確にするための 予算対比の決算であ って，いわ 

ゆる会計決算ではない．すなわち ，単式簿記 法 

を 採用し現金収支会計を 基調とする普通会計 

( 一般会計 とい わゆる官庁会計方式を 採る特別 

会計 ) の下では，一会計年度における 歳入歳出 

予算額とその 執行結果の実績額を 計数的に表示 

する「歳入歳出決算書」が 唯一の決算書となる 

のであ る． 

これに対して ，公金 法 における決算は ， 単に 

一事業年度における 予算の執行結果の 実績を計 

算・表示するだけではなく ，当該事業年度の 経 

営 成績及び当該事業年度末の 財政状態を明らか 

にするために ，当該企業の 損益の計算とともに ， 

その資産，負債及び 資本の額を計算確定するこ 

とであ る． したがって，公余 法 では，官庁会計 

方式にかえて ，複式簿記法を 採用し発生主義， 
実現主義，原価主義等をべ ー スとするいわゆる 

発生主義会計の 適用を義務づけ ，決算に際して 

は，当該年度の 予算区分に従って 作成した 山 決 

算報告書の他に ， (2 周 務 諸表及び m 快算 附属書 

類の作成を要求しているのであ る ( 第 30 条 1, 

VI). 
ここで決算報告書とは ，収益的収入及び 支出 

と資本的収入及び 支出を款項に 区分し予算額 
とその実績であ る決算額等を 対照表示した 報告 

書 であ る． また財務諸表には ，損益計算書，剰 

余金処分計算書又は 欠損金処理計算書及び 貸借 

対照表のほかに ，剰余金計算書又は 欠損金計算 

書を含み，附属明細書をその 体系から覚して ぃ 

る 点に特徴があ る． さらに決算附属書類として ， 

証書類 ( 決算作成の基礎となった 仕訳伝票，元 

帳 などすべての 証拠書類 ), 事業報告書 ( 経営 

の概況，工事の 概況，業務，会計，付帯事項等 
を記載 ) 及び政令で定める 書類 ( 収益費用明細 

重 目 @ 固定資産明細書及び 企業 債 明細書 ) の作成 

を義務づけているのであ る ( 令 第 23 条Ⅰ・ 

公金 法 では，首長に 対して， これらの書類を 

監査委員の審査に 付すること ( 第 30 条 n), そ 

して監査委員の 審査を受けた 決算を，監査委員 

の意見を添附して ，遅くとも当該事業年度終了 

後 3 箇月を経過した 後に，最初に 招集される定 

例議会の認定に 付することを 要求している ( 第 

30 条Ⅳ ). なお，議会の 認定の対象となるのは 

決算報告書等の 決算書類のみであ り，決算附属 

書類は審査の 参考資料とされるにすぎない・ 因 

に， K 市の水道事業会計の 場合，首長は ，議会 

の認定のために ，全体で 68 ぺ ー ジに及ぶ詳細な 

決算書類等 ( 決算報告書，財務諸表，収益費用， 
固定資産及び 企業債の明細書，継続費精算報告 

書及び事業報告書 ) に，決算審査意見書 (32 
ぺージ ) を添附して議会に 提出している・ 

ところで，伝統的に 公的部門の会計責任 
は Ⅲ， 田 財務諸表が，一般に 認められた会計 

原則に準拠して 財政状態，活動成績，現金フ 
ロ一等を，適正に 表示していることを 保障する 

財務会計責任， (2@ 仏 が ，財務諸表に 重要な影 

響を及ぼす取引を ，法律，規則等に 準拠して処 

理していることを 保障する会規 性 会計責任に限 

定されていたのであ る， しかし近年における 

政府支出の急激な 増加とそれに 対する住民等の 

関心の高まり ， また行政運営に 関する情報要求 

の増大等に伴 い ， (3@ 仏がその資源を 経済的・ 

効率的に取得し 保管し利用していること 等 

を保障する経済性・ 効率性会計責任， 及 ㎝ 4@ 

法席等によって 設定された成果又は 便益の達成 

度 ，組織，プロバラム ，活動又は機能の 有効性 

に関する会計責任をも 含むよう拡大してきたの 

であ る． 

かつて， アメリカ公会計基準審議会 
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(GASB) の概念報告書 11) では，州及び 地方政 

府の会計責任の 評価は，財務報告の 最高目的と 

して位置づけられた・そこでは ，財務報告は ， 

市民バループ ，立法府及び 監督官吏，投資家 及 

び 債権 者による会計責任の 評価を助けるために ， 

彼らのニーズに 適合した情報，すなわち 旧法 
的に採択された 予算と実際の 財務成績の上ヒ 較 ， 

(2) 財政状態及び 活動成績の評価， (3) 財政関連 

法規，通則及び 規則の遵守の 決定及び (4) 効率 

性及び有効性の 評価に役立つ 情報を提供するよ 

う財務報告の 改善提案を行っている． なお， こ 

れらの財務報告の 利用目的のうち ，㈲及び (3) 

は会規 性 会計責任， (2) は財務会計責任，そし 

て (4) は経済性・効率性及び 有効性会計責任に 

対応するものであ る． 

さて，わが国の 地方公営企業の 場合，経営政 

策を立案しかつ 執行する責任者は ，上記法定 

の決算書類等を 作成・公表することによって ， 

その行動を説明する 義務，換言すれば ，上述の 

ような公的部門の 会計責任を十分に 果したこと 

になるのであ ろうか．地方公営企業の 決算制度 

は，不適正なフロー 情報すなわち「歳入歳出 計 

賀書」しか作成し 得ない普通会計の 決算制度に 

上 ヒ べれば，確かに 精級 化され，かつ 近代化され 

ており，質的にもまた 量的にも優れた 情報を作 

成しているが ，会計責任を 十分に果すためには ， 

なお改善すべき 欠陥が存在している 2 6 に思わ 

れる． 

すなわち，改善すべき 第 1 の問題点は，料金 

原価情報が欠如している 点にあ る、 2). 地方公 

営企業における 経営の基本原則は ，いう までも 

なく，企業の 経済性を発揮するとともに ，その 

本来の目的であ る公共性を確保することにあ る． 

ここで経済性の 発揮とは，合理的かっ 能率的な 

経営を確保して ，最少のコストで 良質の財貨・ 

サービスを住民に 提供することであ り，公共性 

の 確保とは，住民の 福祉を増進して ，住民の快 

適な日常生活を 保障することであ る． 

地方公営企業はこのように 利潤の獲得を 主要 

な目的とするものではなく ， また獲得した 収益 

費用差額たる 剰余金も，私企業の 未処分利益の 

ように，配当金や 役員賞与 金 として社外流出処 

分し得る剰余金とは ，基本的に性格を 異にする 

ものであ る．すなわち ，地方公営企業の 剰余金 

は ，住民に提供するサービス 等の改善と拡充の 

ために，企業内部に 再投資されるべき 性格をも 

った剰余金として 機能するものであ る・ 

したがって，住民の 最大の関心事は ，当該企 

業の処分可能な 剰余金の大きさにあ るのではな 

く ， むしろ彼等がサービス 等の対価として 支払 

う料金及び料金の 値上げの可能性を 評価するこ 

とにあ ると い え よう ．すなわち，住民は ，料金 

が公正妥当なものであ るか否か， また料金が 能 

率 的な経営の下における 適正な原価を 基礎とし 

て，当該企業の 健全な運営の 確保を可能ならし 

めるものであ るか否かに重大な 関心を有してい 

るのであ る・ こうした住民のニーズに 応えて， 

料金原価情報の 提供を義務づけることは ，事業 

内容を原価面より 把握し その実績と効率をよ 

り重点的に明らかにするだけでなく ，料金の妥 

当 性を判断する 上でも役立っものと 考えられ う 

る 13) 

現行制度が 苧 んでいるいま 一つの問題点は ， 

剰余金計算書又は 欠損金計算書の 作成を義務づ 

けているという 点にあ る．従前から ，資本剰余 

金計算書を主要財務表として 位置づけることに 

は異論があ り， また実際問題として 資本剰余金 

の期中の変動は 極めて少なく ，それを報告する 

実益に乏しいことなどから ，企業会計原則では ， 

昭和 38 年の一部修正に 際して，剰余金計算書か 

ら資本剰余金計算の 区分を削除して ，その名称 
を利益剰余金計算書と 改称したのであ る． 

その後， 昭和 44 年の企業会計原則の「修正 

案」では，従来の 当期業績主義を 廃して，包括 

主義損益計算書を 採択し損益計算書の 区分を 

4 区分とすることを 提案した． しかし昭和 49 

年 の一部修正では ，修正案の 4 区分を営業損益 

計算，経常損益計算及び 純損益計算の 3 区分と 

し純損益計算の 結果を受けて ，前期繰越利益 
等を記載して 当期末処分利益を 計算・表示する 
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よう改めるとともに ，利益剰余金計算書を 廃止 

することとしたのであ る． 

ところが，公余 法 では，当期業績主義から 包 

括主義損益計算書への 移行後も，従来どうり 剰 

金金計算書の 作成を義務づけており ，施行規則 

( 別表第 12 号 ) の様式では，利益剰余金の 部は， 

減債積立金，利益積立金等の 変動及びその 合計 

額と未処分利益剰余金の 期中増減並びに 期末残 

高を記載するものとしている． しかし これら 

の 情報は前期の 剰余金処分計算書，当期損益計 

算書等によって 開示されており ，決算の簡素化 

という観点からは ，かかる計算書を 作成する必 

要性は認められないものであ る． 

また資本剰余金の 部では，再評価積立金，受 

贈財産再評価額，寄附会等の 増減変動と翌年度 

繰越額を示しているが ， これらの項目の 期中の 

増減変動は極めて 少なく， この計算書の 作成を 

廃止したとしても 特段の問題は 生じないものと 

思われる・ さらに現行制度上では ，剰余金を資 

本金剰余金と 利益剰余金に 区分することを 要求 

しているが， もともとこれらの 剰余金は，株式 

会社の「資本」制度に 準拠して設定されたもの 

であ り，公営企業の 実態に必ずしも 即応したも 

のとなっていないのであ る．以上のような 理由 

により，財務諸表の 体系から剰余金計算書又は 

欠損金計算書を 外し， これらの作成を 早急に廃 

止することが 望ましいと考える 14). 

Ⅲ 住民参加と情報開示制度の 拡充 

地方公営企業では ，上述のごとく ，近年，経 

営の合理化に よ る経営基盤の 強化が重要かつ 緊 

急の課題となっているが ，経営の合理化を 推進 

するには， 当該企業の経営の 実態を受益者であ 

る住民に進んで 公表し住民の 理解と協力のも 

とに，住民の 意見を積極的に 経営に反映し ，か 

つ住民による 監視機能の充実・ 強化が図られな 

ければならない・ 本節では，かかる 認識のもと 

に，地方公営企業における 財務情報の公表義務 

制度をとりあ げ，それが住民の「知る 権 利」を 

保障し住民の 経営参加を促進するための 制度 

として，十分な 機能を果たしているか 否かにつ 

い て考察することにした い   

ところで，主権 者であ る住民の地域行政過程 

への実質的な 参加を促進するためには ，地域 行 

財政に関する 情報公表義務制度の 確立が不可欠 

な前提条件となる・ けだし 「情報なくして 参 

加なし」といわれるように ， 行 財政情報の公表 

によって，住民は 当該自治体の 現状と課題つい 

て理解を深め ， より的確な判断と 行動が可能と 

なるのであ る． このような住民参加の 前提とな 

る財政情報に 関する公表義務制度として ，地方 

自治法では，Ⅲ予算要領の 公表 ( 第 219 条Ⅱ ), 

(2@ 算 要領の公表 ( 第 233 条 V), 及 ㎝ 3@ 政状 

況の公表 ( 第 243 条の 3) に関する規定を 設け 

ており， また公企 法 でも，地方公営企業の 業務 

の状況の公表 ( 第 40 条の 2) を義務づけている 

のであ る． 

ここで予算要領の 公表とは，首長が ，議会の 

議長ょ り 予算の送付を 受けた場合に ，再議その 

他の措置を講ずる 必要がないと 認めるときは ， 

直ちにこれを 上級官庁の長に 報告するとともに ， 

その要領を住民に 公表することであ る． また 決 

算 要領の公表とは ，首長が，決算の 認定に関す 

る議会の議決があ ったときは， その議決ととも 

に上級官庁の 長に報告しかつその 要領を住民 

に公表することであ る． さらに財政状況の 公表 

とは，首長が ，条例の定めるところにより 年 2 

回 以上，歳入歳出予算の 執行状況，財産，地方 

債及び一時借入金の 現在高， その他財政に 関す 

る事項を住民に 公表することであ る． なおこれ 

らの法定事項以外，条例により 何を定めるかは 

各自治体の裁量に 任されている 15). 
これら地方自治法で 規定する情報公表義務制 

度のうち，予算要領の 公表及び決算要領の 公表 

については，公余 法 には明文規定が 存在しない 

点 に注意を払 う 必要があ る． もちろん，地方自 

治法のこれらの 規定が地方公営企業にも 当然に 

適用されるものであ ると解されるが 16), もし 

そうであ るとするならば ，公余法の予算 ( 第 24 

条 ) 及び決算 ( 第 30 条 ) の条項に明文規定を 設 
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けて，予算及び 決算情報の住民への 公表を よ り 

徹底することが ，情報提供の 充実を図るために 

も望ましいと 思われる． 

次に，公余 法で 規定する業務の 状況の公表と 

は ，首長が，条例の 定めるところにより ，毎事 

業年度少なくとも 2 回以上，当該地方公営企業 
の業務の状況を 説明する書類を 公表することで 

あ る． この規定が 字 んで い る重大な問題点は ， 

住民に説明する 業務の状況の 具体的な内容を 全 

く明示しておらず ， どんな情報を 公表するかは ， 

各自治体の裁量にすべて 委ねている点にあ る・ 

経営状況に関する 情報提供の充実を 図るために 

は，最低限，住民の 情報ニーズに 適合した基本 

曲事項，例えば ，上述の決算書類や 決算審査 意 

貝書などの公表 17) を条文において 明示すべき 

ものと考える．かかる 法定事項を整備・ 充実す 

ることにより ，業務状況に 関する情報の 目的適 

合性や自治体間の 上ヒ 較 可能性等を高めることが 

可能となるのであ る． 

い ま一つの問題点は ，業務状況の 公表制度の 

運用に係かわる 問題であ る．すなわち ，公余 法 

では，業務の 状況の公表は ，上述の財政状況の 

公表とみなすと 規定している ( 第 40 条の 2 Ⅱ ). 

このため，通常，各自治体では ，財政状況を 説 

明する書類 ( 財政のあ らまし ) とは別個に業務 

の状況を説明する 書類を公表することはしない ， 

すなわち，業務の 状況は，便宜的に「財政のあ 

らまし」の中で 財政状況の一項目として 公表す 

ることが，慣行となっているのであ る・例えば， 

「東京都財政状況の 公表に関する 条例」では， 

歳入歳出予算の 執行状況などの 法定事項に加え 

て，「その他財政に 関する事項」の 一項目とし 
て公営企業の 業務の状況を 規定している・ もち 

ろん，業務の 状況を財政状況の 中で説明するこ 

と自体には問題はないが ，住民への情報提供の 

拡充という点から ，業務状況に 関する情報の 位 

置づけを再検討するとともに ，情報内容を 詳細 

か つ 明確に規定することが 要求されるのであ る・ 

ところで，地方公営企業に 関する財務情報の 

公表義務制度は ，本来，当該企業の 予算，その 

執行状況及び 執行結果，財政関連諸法規等の 遵 

守の程度，財政状態や 経営成績，人的・ 物的資 

源の利用の経済性，効率性及び 有効性等に関す 

る情報を，受益者であ る住民に公表することに 

よって，住民の 経営参加，経営監視を 促進し 

企業財政に関する 住民の理解と 協力を得て，合 
理的かつ能率的な 企業運営を行 うと 共に，住民 

の福祉の増進を 確保しょうとするものであ る・ 

しかし残俳ながら ，地方公営企業に 関する 

業務状況の公表の 実態は，その 本来的な趣旨と 

は 著しくかけ離れたものとなっているのであ る   

すなわち，業務状況の 公表に関する 地方自治体 

の姿勢は ， 法が義務制度として 強制しているた 

めに，止むなくこれを 住民に公表するというも 

のであ り， 自ら進んで企業財務の 実態を住民に 

開示して，住民の 意見を経営に 反映しまた住 
民の批判と監視を 促進し 開かれた企業経営を 

実施しようとする 姿勢は，殆ど 見られないので 

あ る． 

地方都市の場合には ，その財政状況は ，通常 
年 2 回，公報，広報，市政 だよ り等によって 住 

民に公表されている．例えば ， 某 市の場合， 6 

月の広報では 業務の状況として ，病院及び水道 

事業について 会計別の収益的収支と 資本的収支 
の予算額と下半期のその 執行状況，財産及び 企 

業債の現在高， 1 日平均利用者数と 病床数， 給 

氷人口， 1 日平均配水量及び 1 日 1 人当たり平 

均配水量を公表しているが ，そのスペースは ， 

わずか B4 版の 2 分の 1 ぺ ー ジに満たないもの 

であ る． また 12 月の広報では ， 6 月のそれと同 

じ要領で，上半期予算の 執行状況，財産及び 企 

業 債の現在高等を 開示し追加情報として 会計 

別の収益的収支及び 資本的収支の 決算額を表示 

するにとどまっている．そこでは ，貸借対照表， 

損益計算書等の 財務諸表や決算附属書類などは ， 

全く開示していないのであ る・これは， 某市 の 

みにみられる 特殊なケースではない． 某 市の場 

合は ， 他の地方都市に 上 ヒ べて，むしろ 多くの情 

報を開示しているケースに 該当するものと い え 

よ、   
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かつて， 日本公認会計士協会・ 近畿 会 ・社会 

会計委員会が ，大阪府下 30 市 ( 大阪市を除く ) 

について行った 財政状況に関する 実態調査で 

は 18), 公営企業の業務の 状況を全く公表して 

いない地方自治体が ，半数以上も 存在するとい 

う驚くべき結果を 報告している・ いうまでもな 

く， これは，業務の 状況に関する 情報の開示内 

容を法律で規定せず ，専ら各自治体の 判断に委 

ねていることに 起因するものであ る． このよう 

に 地方都市レベルでは ，公営企業の 業務の状況 

に関する情報開示の 実態はまことにお 粗末であ 

り，住民の「知る 権 利」を保障する 制度として 

殆ど機能しておらず ， 自治体は住民に 対して 会 

計 責任を十分に 果たしていないと い わざるを得 

な い   

これに対して 東京，横浜，大阪，神戸などの 

大都市では，通例年 2 回 (6 月及び 12 月 ) 公表 

される「財政のあ らまし」において 公営企業の 

業務状況を報告している．その 開示方法や開示 

事項はこれらの 自治体間で若干の 相違はあ るも 

のの，上記の 地方都市のそれらに 上ヒ べて，詳細 

かつ有用な財務情報を 公表している・ ここでは， 

これらの地方自治体における 業務状況の報告を 

詳細に比較検討する 余裕はないが ，横浜市の 

「財政のあ らまし」平成 2 年度 (1) 及び同 (n) 
を取り上げ，業務状況の 概要を紹介すれば ， 大 

路次のようになる． なお， ( ) 内の数字は総 

ぺ一シ 数を示している． 

まず (1) では，①公営企業全体の 状況のあ ら 

まし会計別事業規模一覧 ( 当年度当初予算， 
前年度当初予算など ) 及び②病院事業 他 6 事業 

の 業務状況を開示している (B5 版 26). 例えば， 

病院事業の業務状況については ，事業概況，収 

益的収支と資本的収支の 内訳明細 ( 前年度予算， 

同決算 見込 ，当年度当初予算など ), 物量単位 
によ る業務量の説明 ( 入院患者数な㈹ ，病院 

別の資産，企業債及び 一時借り入れ 金の現在高 

(3 月 31 日現在 ) を一覧表示している ， 

また (n) では，①公営企業全体の 状況のあ ら 

まし会計別事業規模一覧 ( 前年度及び双々 年 

度 決算など ), 及び②病院事業 他 6 事業の業務 

状況を開示している ( 同 31). 事業別の業務状 

況に関しては ，事業概要，収益的収支と 資本的 

刀 Z 支の内訳明細 ( 当年度予算， 当年度上半期 執 

行額 ，前年度決算額など ), 業務量の説明，病 
院別の資産，企業債及び 一時借入金の 現在高 

(9 月 30 日現在 ) 並びに貸借対照表 (3 月 31 日 

現在 ) を記載している・ 

また神戸市の 場合には，平成 2 年 6 月の「 財 

政 のあ らまし」では ，企業の業務状況は ，物量 
単位に よ る会計別の業務予定額 ( 例えば，病院 

事業会計の場合，病院別の 病床数，年間患者数， 
一日平均患者数 ) を一覧表示し (A4 版 1), 参 

考 資料として本年度各会計予算総覧，同会計 別 

歳出予算とその 財源及び同公営企業会計当初予 

算額 ( 会計別の収益的収支，資本的収支など ) 
及び双年度会計 別 予算税額及び 同会計 別 最終歳 

出予算とその 財源を開示している ( 同 5). ま 

た 平成 2 年 12 月の「財政のあ らまし」では ，会 

計別の業務予定額 ( 同上 ) を一覧表示し ( 同 

1), 参考資料として 前年度各会計決算額，会 

計 別 歳出決算額とその 財源，会計 別 経費 別 決算 

額 ，会計別の損益計算書及び 貸借対照表，本年 

度会計 別 歳出予算とその 財源及び会計 別 歳出予 

算の現計額を 開示している ( 同 21). 

この ょう に大都市の「財政のあ らまし」では ， 

各事業ごとの 概況， qx 盃酌収支及び 資本的収支 

の 予算額，その 執行状況及び 執行結果，財政状 

態及び経営成績などを ，貸借対照表や 損益計算 

書など多くの 資料を用いて 詳細に説明している・ 

しかしそこでは ，住民の主要な 関心事であ る 

料金原価情報をはじめ ，主要な会計方針の 説明， 

財務諸表の期間比較数値，当期剰余金処分計算 

書，当期自己資本造成額などは 全く開示されて 

おらず， もちろん決算審査意見書も 添 附されて 

いないのが現状であ る．企業経営に 関する住民 

の 理解と協力を 得て，経営の 合理化を促進する 

ためには，住民のニーズに 適合した情報を 適時 

に公表することが 求められる 19), 会食 法 では， 

上述のごとく ，毎事業年度終了後 2 箇月以内に 
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決算を調製し ，首長に提出することを 要求して 

いるが，実際に 業務の状況に 関する情報が 公表 

されるのは， 8 一 9 箇月後であ る． 

こうした現状は 急速に改善し 公的部門の会 

計責任を適切に 評価しうる合理的な 情報開示 制 

度を確立しなければならない．かかる 制度改革 

を考える際に ， 一つの方向を 示唆するものとし 

て，前記 GASB の概念報告書を 挙げることが 

できる・そこでは ，会計責任の 評価を財務報告 

の 全体目標として 位置づけ， この目的から 次の 

ような基本目的を 導出している ，すなわち，財 

務報告は，公的に 会計責任を明らかにすべき 政 

府の義務を果すのを 助け，かっ利用者による 会 

計 責任の評価を 可能にすべきこ と ，第 2 に ，財 

勝 報告は，当該政府実体の 活動成績を評価する 

際に，利用者の 助けとなるべきこと ，そして第 

3 に，財務報告は ，政府実体が 提供するサービ 

スのレベル及び 債務の返済能力を 評価する際， 

利用者の助けとなるべきことであ る 20). この 

ょう な財務報告の 目的に適合した 包括的年次財 

務報告書の公表こそは ，まさにわが 国の現行刑 

改革の重要な 一つの方向を 示唆するものであ る 

といえよ う ． 

Ⅳ 効率的な経営の 推進と監査制度の 充実 

地方自治法では ，監査委員の 資格要件及び 選 

仕方式について ，次のように 規定している． す 

なわち，「監査委員は ，普通地方公共団体の 長 

が ，議会の同意を 得て，人格が 高潔で，普通地 

方公共団体の 財務管理，事業の 経営管理その 他 

行政運営に関し 優れた識見を 有する者 ( 以下， 

「識見を有する 者」 ) 及び議員のうちから ， これ 

を 選任する」 ( 第 196 条 ) と定めている． 

また同法は， これらの監査委員の 職務権 限と 

して，㈲一般監査 ( 定例監査，随時監査，補助 

団体等に対する 監査 ) (2 特別監査 ( 直接監査， 

議会の要求監査，主務大臣又は 知事等の要求 監 

査など ) (3) その他の監査 ( 出納検査，公金の 収 

納等の監査，決算審査，住民の 請求に よ る監 

査 ) などを詳細に 規定している． これらの 広 

範 ・多岐にわたる 職務権 限のうち，地方公営企 
業では，定例監査，出納検査 2') 及び決算審査 

の実施が義務づけられているが ，本節では決算 

審査を中心に 考察し現行制度の 問題点を明ら 

かにするとともに ，制度改革の 方向を探ること 

にしたり． 

公余 法 では，決算審査について ，首長は，決 

算，証書類，事業報告書及び 政令で定めるその 

他の書類を審査に 付さなければならないと 規定 

している ( 第 30 条Ⅱ ). そして監査委員は ，決 

算審査を実施するに 際して，地方公営企業の 運 

営が ，企業の経済性を 発揮しかっその 本来の 

目的であ る公共性を確保するという 経営の基本 

原則に従ってなされているか 否かほついて ， 特 

に 意を用いなければならないとする ( 第 30 条 

DU). また，監査委員は ，地方公共団体の 財務 

に関する事務の 執行だけでなく ，経営に係わる 

事業の管理の 監査についても 権 限を有するもの 

であ り， これらの監査の 実施に際しては ，「住 

民の福祉の増進」に 努め，かつ「最少の 経費で 

最大の効果」を 挙げているか 否か，また「組織 
及び運営の合理化」に 努め， かつ「規模の 適正 

ィヒ 」を図っているか 否かほついて ，特に意を用 

い なければならないのであ る ( 第 19g 条 f)mm . 

この ょう に地方自治体の 監査制度は，行政の 

住民に対する 会計責任，すなわち ，財務，会規 

性 ，経済性・効率性及び 有効性会計責任を 客観 

的に検証するための 制度であ り，情報公表義務 

制度を充実・ 補完するものとして ，重要な役割 

を担うものであ る・ したがって，監査委員は ， 

住民福祉の増進と 経済性の発揮という 立場から， 

地方公営企業の 財務に関する 事務の執行や 経営 

に 係わる事業の 管理などを監査することによっ 

て，不正，腐敗の 防止，合理的，能率的な 経営 

の推進等を図るとともに ，当該企業の 経営の実 

態を定期的に 住民に公表することによって ， 企 

業 経営に対する 住民の批判と 監視を促進し 地 

方公営企業に 対する住民の 信頼を高めるもので 

なければならない． 

しかし残俳ながら ，現行の監査委員制度は ， 
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次のような重大な 問題点を 字 んでおり，公正で 

合理的な経営を 確保するための 制度として，十 

分 な機能を果していないといわざるを 得な 

ぃ ， 2). すなわち，第 1 の問題点は，監査委員 

及び事務局職員の 独立性と専門性の 欠如であ る   

監査委員監査は ，上述のごとく ，首長が議会の 

同意を得て監査委員を 選任するという 監査委員 

の選任方式と 従来の選任されてきた 委員 ( 識見 

を有する者 ) の大半が当該自治体の OB であ る 

こと等のために ，いわゆるなれあ い監査による 

不正，腐敗の 温床となる危険性を 字んでいるの 

であ る，加えて議員選出委員の 多くは与党会、 派 

に属しており ， また短期間で 交替すること ， さ 

らに事務局職員はもともと 当該自治体の 職員で 

あ り，定期的に 他部局に転任するなど ，独立性 

及び専門性の 面で重大な欠陥を 有するものであ 

る．普通会計に 較べてより専門的な 能力が要求 

される公営企業会計の 監査において ，専門性の 

欠如は ， 時には致命的な 欠陥となり ぅ るもので 

あ る． 

第 2 の問題点は，監査実施体制が 極めて不 

備・不完全であ るという点にあ る．平成 3 年の 

地方自治法の 改正により，都道府県及び 政令で 

定める市においては ，識見を有する 者のうちか 

ら選任される 監査委員のうち ，少なくとも 一人 

は常勤とするように 改善された ( 第 196 条 V). 

しかし，それ 以外の都市，例えば ，人口 25 万人 

未満の都市では ，常勤監査委員を 設置していな 

い団体が多く ，特別区及び 町村では，常勤監査 

委員を全く設置していないのが 実態であ る 23). 
また上述のごとく ，監査事務に 従事する専任 職 

員の絶対数が 少ないこと，特に 問題なのは，町 

村では専任職員を 置かない団体が 殆どであ り， 

監査事務の補助は 併任職員によって 行われてい 

る点にあ る．監査実施体制に 係わるいま一つの 

問題は，一般に 公正妥当と認められた 監査基準 

が 存在しないことであ る．すべての 地方自治体 

に適用しうる 統一的な監査基準の 不在は，監査 

制度の確立と 維持に重大な 支障を生じ，監査責 

任を不明確にしかっ 監査の客観性を 損ない， 

監査に対する 住民の信頼を 失堕せしめるもので 

あ る． 

このように， わが国の監査委員制度は ，監査 

委員等の独立， 性 と専門，性及び 監査の実施体制の 

面で，重大な 問題を芋んでいるのであ る． これ 

らの問題が発生する 根本的な原因は ，現行法が 

監査委員監査を 内部監査として 位置づけている 

ところに求められ ぅる ． けだし 内部監査であ 

れば， たとえ監査委員等が 独立性や専門性を 欠 

き ，監査実施体制が 不備・不完全であ ったとし 

ても，それが 首長，部局管理者，議員等にとっ 

て特段の不都合がない 限り，問題とはなりえな 

いからであ る・ しかし このような監査制度に 

よっては，公正で 合理的かつ能率的な 行政運営 

や 企業経営を保障しえないだけでなく ，行政の 

住民に対する 会計責任を客観的に 検証すること 

は極めて困難であ る・ さらにかかる 制度は，行 

政運営や企業経営の 実態を住民に 公表しそれ 

らに対する住民の 批判と監視を 促進し開かれ 

た行政・経営を 実現するという 方向とは明らか 

に矛盾するものであ ると か わざるを得ない． 

現行監査制度の 第 3 の問題点は，経営に 係わ 

る 事業の管理の 監査が極めて 不十分であ るとい 

う点にあ る・ すなわち，従来，地方自治体監査 

の重点は，一部の 大都市を除き ，財政関連諸法 

規や規則等の 遵守の程度，予算の 執行状況，財 

政状態及び経営成績の 適正性など，財務及び 合 

根性会計責任を 客観的に検証するための 監査に 

おかれ，支出に 見合った価値の 監査 (VFM 監 

査 ), すなわち，資源の 経済性・効率性及び プ 

ログラムの有効性に 関する監査 (3E 監査 ) 24) 

又は業績監査については ，必ずしもその 実施が 

徹底されてこなかったきらりがあ る． 

このことは，地方公営企業の 決算審査意見書 

からも明らかであ る・例えば，横浜市の 場合に 

は，決算審査の 実施は， 「決算報告書その 他 財 

務 諸表が各事業の 予算執行状況，経営成績及び 

財政状態を適正に 表示しているかどうかを 確認 

するため 25, 」であ るとしまた川崎市の 場合 

も決算審査は ，「審査に付された 上記決算書類 
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が ， 関係法令に準拠して 作成されているか ，計 

数が正確か， また事業の予算執行状況，経営成 

績及び財政状態を 適正に表示しているかを 審査 

するため 26) 」であ ると明記している． 

ところで，すでに 本稿の冒頭において ，地方 

公営企業， とりわけ交通事業，病院事業，下水 
遺事業等では ，巨額の赤字を 計上しかっ膨大 

な 累積欠損金を 抱えており，その 経営体質は構 

造的に改善されていないことを 明らかにした． 

こうした現状を 早急に改善するために ， ここ数 

年来，地方財政白書では ，住民の要請に 的確に 

対応した施策の 展開を図るとともに ，効率的な 

経営の推進等に 留意して，経営基盤の 強化等を 

図ることを繰り 返し提言してきた．特に 効率的 

な 経営の推進については ，サービス水準の 維持 

向上等に配慮の 上，常に効率的な 経営の推進に 

努める必要があ るとし，組織の 簡素合理化，定 

員管理の適正化，民間委託， OA 化・機械化等 

の 推進，勤務体制の 適正化を図るとともに ，給 

与制度又はその 運用が適正を 欠く企業では ，そ 

の是正に格段の 努力を払うべきことを 提案して 

いるのであ る 27). 

このような経営の 効率化にかかわって ，坂田 

氏は ，かつて地方公営企業のコスト 高 ，非能率， 

赤字の原因分析を 試み，公営企業の 経営につい 

て，次のような 問題点を指摘している 28). す 

なわち，①管理者の 責任体制が不明確であ るた 

めに，赤字の 責任が問われないこと ， (2 慣理 者 

の当事者能力が 弱く，料金，人事・ 給与及び重 

要業務の決定権 をもっていないこと ， (m 灼資 購 

入面での公営の 制約 ( 公開入札 ) があ るために， 

コストが割高になること ， (4) バス路線の決定， 

変更などについて 議会からの干渉があ ること， 

(5 信 賞必罰のシステムがないために ，民営に上ヒ 

べて働きが悪く ，人数も多くなること ， (6) 「親 

方日の丸」的な 職員組合， 及 ㎝ 7 情理者の経営 

手腕と管理能力が 劣っていることであ る． かか 

る分析結果を 踏まえ， ここでは，経営の 効率化 

を図るために ，経営内容・ 問題点を積極的に 住 

民に知らせ，住民の 側から経営監視ができる 体 

制 なっくることを 提案しているのであ る． 

上述の VFM 監査又は業績監査は ， まさにか 

かる問題を改善するための 一つの重要な 方策を 

提供するものであ り，それはまた 住民側からの 

経営監視体制を 確立する上で ，重要な機能を 果 

するものであ るといえよう．周知のごとく ，ア 

メリカでは， 1970 年代の初頭から 会計検査院 

(GAO) によって ， 主に連邦レベルでの 業績監 

査が実施されており 29), すでに 20 年近い経験 

を 有しているのであ る． ここでは業績監査につ 

いてその詳細を 論述する余裕はないが ， GAO 

の「政府監査基準 30) 」に従って業績監査 ( 経 

済性・効率性監査と 業績監査 ) の概要を紹介す 

れば，大略次のようになる． 

㈲経済性と効率性監査 これらの監査は ， ① 

実体がその資源 ( 職員，財産，場所な㈹を 経 

済 的かっ効率的に 取得し保管し かっ利用し 

ているか否か ， ②不効率又は 不経済な業務の 原 

因 ，及び③実体が ，経済性及び 効率性の問題に 

関して法律及び 規則に従っているか 否かを，決 

定することであ る． このような経済性と 効率性 

の監査において ，監査人は，必要であ る場合に 

は，実体の次のような 事項について 検討すべき 

であ るとする， 

すなわち，は ) 健全な調達実務に 従っているか． 

(b 必要な時に，適切なタイプ ，品質及び数量の 

資源を最低のコストで 取得しているか． (c 片の 

資源を適切に 保全しかつ維持しているか． (d 縦 

業 員による努力の 重複や殆ど又は 全く成果を生 

まない業務を 排除しているか． ( 。 ), 怠 ，ほで過剰な 

職員を削減しているか．Ⅲ効率的な 業務手続き 

を採用しているか． (s 適時な方法で ，適切な数 

量と 品質の財貨又はサービスを 生産あ るいは提 

供する際に，最低限の 資源 ( 職員，設備及び 施 

設 ) を使用しているか ， (h 漢 体の資源の取得， 

保全及び利用に 重要な影響を 与える法律や 規則 

の 要求に従っているか． (i 経済性及び効率性に 

関する業務を 測定し かつ報告するための 適切 

な制度を有しているか ，などであ る． 

(2) プロバラム監査 この監査は ， ①立法府 又 
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は 他の権 威あ る団体が確定した 望ましい成果又 

は便益がどの 程度達成されているか．②組織， 
プロバラム活動又は 機能の有効性，および③実 
体が当該プロバラムに 適用されうる 法律及び規 

則に従っているか 否かを決定することであ る・ 

このプロバラム 監査の場合にも ，監査人が，適 

当と考えるときには ，次のような 事項について 

評価，決定を 行うべきであ るとする・ 

すなわち，は ) 新規又は進行中のプロバラムの 

目的が適切であ り， レリバントであ るか否かを 

評価する． (b@ ログラムがどの 程度プロバラム 

成果の望ましい 水準を達成しているかを 決定す 

る． (c) プロバラム及び 個々のプロバラムの 構成 

要素の有効性を 評価する． (d 満足な業績を 阻害 

している原因を 確認する． (e@ ネジメントがよ 

り効果的に又はより 少ないコストで ， 望ましい 

成果を生み出すようなプロバラムを 遂行するた 

めに，代替案を 検討しているか 否かを決定する・ 

(f@ 該 プロバラムが 他の関連プロバラムと 補完 

しあ い，重複 し 又は対立しているか 否かを決定 

する． (e 「プロバラムの 作業を適切にするための 

方法を確認する． (h プロバラムに 適用される 法 

律及び規則への 準拠を評価する・ (i 店効 性を測 

定しかっ報告するためのマネジメント・システ 

ムの適切性を 評価することなどであ る． 

さて，地方自治体の 監査制度が，公正で 合理 

的かっ効率的な 企業の運営を 保障し行政の 住 

民 に対する会計責任を 客観的に検証しかっ 情 

報公表義務制度を 充実・補完するものとして ， 

有効に機能するためには ，現行の内部監査制度 
を抜本的に改革し これを外部監査制度として 

確立するとともに ，経済性・効率性監査及び 有 

効性監査の実施を 徹底することであ る・ こうし 

た制度改革に 重要な手掛かりを 与えるものとし 

て， イギリス地方自治体の 監査制度を挙げるこ 

とができる． 

すなわち，そこでは ，第 1 に，中央及び 地方 

政府から独立した 監査委員会を 創設することに 

よって監査人の 職務の専門性と 独立性を確保し 

より公正な監査を 保障していることであ る． 第 

2 に，財務・会規 性 監査に加えて ， VFM 監査 

を導入することによって ，監査対象及び 監査人 

の職務権 限の拡大を図り ， 被 監査団体の資源の 

利用に関して 経済性，効率性及び 有効性を保障 

していることであ る．第 3 に，公共の利益とい 

う 観点から， 被 監査団体による 検討又は住民に 

対する注意を 喚起するために ，監査過程で 発見 

した重要事項について ，公共の利益のための 報 

告書の作成を 義務づけ，住民に 対する情報提供 

を 拡充していることであ る．そして第 4 に，会 

計帳 簿，契約書，請求書，領収書などの 証 想 書 

類の閲覧及び 複写，会計関連事項に 関する監査 

人への質問など ，住民に広範な 権 利を与えるこ 

とによって住民の「知る 権 利」を保障している 

ことであ る 3,). 

こうした欧米の 先進的な監査制度を 参考にし 

わが国の実状に 即した現行監査委員制度の 抜本 

的な改革，すなわち ，外部監査制度の 確立と 

VFM 監査又は業績監査の 導人は，地方自治体 

における監査制度を 活性化して，住民への 情報 

提供を拡充するものであ り，住民の経営参加と 

経営監視の機能の 充実・強化を 通じて，地方公 

営 企業における 効率的な経営の 推進に貢献もの 

であ ると考えられる． 

V  結 び 

わが国の地方公営企業， とりわけ交通事業， 

病院事業，下水道事業などでは ，巨額の赤字を 
計上し かっ膨大な累積欠損金を 抱えており， 

その経営状況は 極めて厳しい 状態にあ る・地方 

公営企業が住民の 福祉の増進に 今後一層貢献す 

るためには，かかる 現状は急速に 改善されねば 

ならない． もちろん，多くの 自治体では，権 威 

あ る諸団体の経営の 合理化等に関する 様々な提 

言を踏まえて ，経営基盤の 充実・強化に 努めて 

きたところであ るが，未だその 経営体質は構造 

的に改善されるまでには 至っていないのであ る   

従来，地方公営企業の 会計及び監査制度は ， 

首長，議員等への 情報提供を重視する 内部報告 

のための会計制度及び 内部監査制度として 位置 
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づけられてきた． このため当該企業の 経営実態 
，主 

に関する住民への 情報提供はとかく 軽視されが 

ちであ り， それは住民の 理解と協力のもとに 住 

民参加による 企業経営の合理化には 殆ど貢献す 

るところがなかったといえよう． これはあ る意 

味では， わが国における 地方民主主義の 遅れを 

示すものであ る・すなわち ，情報開示に 関する 

地方自治体の 姿勢は ， 法が義務制度として 強制 

しているために ，止むなくこれを 住民に公表す 

るというものであ り， 自ら進んで経営の 実態を 

住民に開示して ，住民の意見を 経営に反映し 

また住民の批判と 監視を促進して ，開かれた企 

業経営を実施しようとする 姿勢は，そこには 全 

く見られないのであ る． これはまた住民の 自治 

意識の低さ，すなわち 永年にわたり「依らしむ 

べし知らしむべからず」という 官僚的秘密主 

義の姿勢を受容 し 住民統治の思想、 を容認、 して 

きた住民の側にも 重大な責任があ るのであ る． 

こうした現状を 踏まえ，地方公営企業の 合理 

化を よ り一層促進するには ，受益者であ る住民 

に，その経営の 実態に関する 情報を適時・ 適切 

に開示して，企業経営に 関する住民の 関心を高 

揚 し 住民の理解と 協力を得ることが 不可欠で 

あ る・そのためには ，現行の決算及び 情報公表 

義務制度を改善・ 拡充して，住民の「知る 権 

利」を保障し 住民の経営参加及び 経営監視を 

促進しうる制度として ，十分な機能を 果しうる 

よう にしなければならない・ それと同時に ，現 

行の監査委員制度を 抜本的に改革し これを外 

部監査制度として 確立するとともに ， VFM 監 

査を導入しその 徹底を図ることによって ，公 

正で合理的かつ 能率的な企業経営を 保障し ま 

た行政の住民に 対する会計責任を 客観的に検証 

し さらに情報公表義務制度を 充実・補完する 

ものとして，有効に 機能しうるようにしなけれ 

ばならない．かかる 制度改革は，企業経営の 合 

理化のみならず ，住民の参加と 監視機能の充実 

を 通じて，地域行政の 活性 ィヒ にも貢献するもの 

であ る． 

メエ 

1) 第三セクタ一の 現状について ， 「法制上は地方公 

営企業に属さないが ，地方公共団体の 出資する 
法人が最近非常に 増加している． 地方公社もし 
くは第三セクターと 称せられるが ，平成 2 年 1 

月現在で， 5 。 477 公社があ り，地方団体の 全額出 
資が全体の約 62% を占め，残りは 25% 以上出資 

となっており ， 財団法人 (2,616), 社団法人 

(375) の民法法人が 半数以上であ り，特別法で 
地方団体しか 出資できない 土地開発公社 

(1,518) がこれに次ぎ ，特別法の住宅供給公社 
(56), 道路公社 (35) はわずかであ り， むしろ 

株式会社 (844) の増加に注目したい．」とされ 

8. 橋本 徹 「地方公営企業の 財政」，橋本登也 編 
「地方財政」 ( 有 斐閣 1991 年 ), p.21.3. 

2) 自治省 編 「地方財政白書」 ( 平成 4 年版，大蔵 省 
印刷局， 1992 年 ), pp. 130 一 138 及び地方公営企 

業研究会「地方公営企業研究会報告 一 地方公営 

企業の果すべき 役割とその経営基盤強化方策に 
ついて 一 」 (1988 年 ), pp.33 円 6 を参照・ 

3) 地方公営企業研究会編Ⅰ地方公営企業年鑑」 ( 第 
38 集，総括 他 ， 1992 年 ), pp. 14 円 5. 

4) 地方公営企業研究会編「双掲年鑑」， pp. 17 円 9   
5) ここでは，経営環境の 質的な変化と 高質札， 多 

様化する住民のニーズに 的確に対応する 必要が 

あ ること， また最近の厳しい 地方財政の状況の 
中で安易に一般会計等に 負担を依存することが 
許されなくなっていることなどを 理由に， 地方 

公営企業の経営基盤を 一層強化することの 必要 

性を主張し次のような 経営基盤強化の 諸方策 
を提案している ，すなわち，Ⅲ企業用資産の 有 
効活用， (m@ 帯事業の緩和， (3 慣 運者制度の運 
用改善， (4 店 己 資本金の意義と 在り方， (5) サー 

ビス水準の向上， (6@ 方公営企業法の 適用推進 
であ る・地方公営企業研究会双掲報告」， pp. 

8 づ 0 を参照． 

6) 臨時行政改革推進審議会事務室監修「「地方の 時 
代」の新展開一新行革審答申」 ( ぎょうせい， 
1990 年 ), pp,33 円 5. 

7) この間， 「地方公営企業財務会計制度研究会 ] 

( 主査古川栄一 ) では，地方公営企業の 特質に適 
合した合理的な 財務会計制度を 確立するべく ， 

昭和 43 年から約 1 年にわたり，同制度の 理論的 

考察，企業運営の 実態に関する 調査・審議を 重 
ねたのち，昭和 44 年 3 月に「地方公営企業財務 

会計制度の改善に 関する報告書」を 作成し次 
に示す事項について 具体的な改善策を 提言して 

いる． すなね ち，予算制度 ( 予算様式，予算附 
属書類，試算表及び 資金予算表なめ ，資本制度 
( 資本金及び剰余金 ), 決算制度 ( 決算及び決算 
附属書類など ) 及び会計処理方法 ( 資産の評価， 
減価償却，引当金など ) の改善，財務会計制度 

        コ 



地方公営企業の 経営合理化と 会計・監査制度の 改革 ( 隅田 一畳 ) (291 ヵ 29 

 
 

 
 

 
 

土
全
会
計
委
員
会
 
近
畿
全
 
日
本
公
認
会
計
士
協
会
・
 

の
残
課
い
 

 
 

よ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8
 

7
 

3
 

1
 2
 

9
 
0
 

8
 

1
 

l
l
 

Ⅰ
 
ユ
 

4
 
5
 
6
1
 
 

工
 「
・
Ⅰ
 

1
 

1
 

l
 

1
 

ゐ
，
麒
 

同
学
 ゐ
 m
2
 

 
 

 
 
る
監
 
3
 こ
号
 る
 」
 

田
 

 
 十

 
-
 
一
 
-
 
-
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

制
 

概
効
ょ
 

す
 桂
 
，
 E
 及
方
 
P
 
方
詳
 
度
は
際
を
地
 

財
 ，
方
を
査
 

坪
査
坪
 

「
 「
 植
 ㎎
 A
f
A
 
 
四
土
方
 

照
 

ム
ロ
 

、
 
@
5
 

 
 

 
 

 
 

）
）
 )
@
 
 

）
）
 

 
 

 
 

l
 

 
 

 
 

0
 

9
 

3
 

2
 

3
 

0
1
 

9
 

3
 

2
 

ぬ
 あ
あ
㌘
 答
 

2
 

2
 

2
2
 

1
 

( すみた かずと よ 横浜国立大学経営学部教授 ) 


